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１．はじめに
２０１７年５月２４日、台湾の司法院大法官

会議は、同性婚を認めない台湾民法の婚姻に関す
る規定（以下、「婚姻規定」という）は婚姻の自
由及び平等権の保障に反し違憲であると判断した

（以下、「本件判断」という）１)。司法院は台湾の最高
司法機関であり、司法院の大法官会議は憲法裁判
所としての機能を果たす２)。このような同性婚を支
持する司法判断は、アジアでは初である３)。全国調
査によれば、日本では、同性婚の法制化に賛成の
意見が反対意見を上回っており、特に若い世代で
は賛成意見が優勢である４)。このような情勢下に
おいて、今後我が国においても同性婚の法制化の
是非についての議論が高まることが予想される。
そこで、アジアで初めて同性婚を支持した本件判
断について、本件判断との間に共通点の見られる
アメリカ合衆国連邦最高判決との比較や日本の憲
法・民法を踏まえて考察する。

２．本件判断における解釈理由１)の要約
（１）婚姻規定の解釈

婚姻規定が「男女」や「夫妻」といった文言
を用いていることなどから、民法は一男一女の結
合関係に限り結婚として認めていると解される。
そのため、同性カップルが法律上の婚姻関係を成
立させることは、現時点ではできない。
（２）婚姻の自由の解釈

婚姻の自由は、結婚するか否か及び誰と結婚
するかを決定する自由を含み、人格の健全な発展
と個人の尊厳の擁護にとって重要であるから、憲
法２２条により保障される（筆者注：台湾憲法に
は婚姻の成立要件や婚姻の自由を直接定める規定
はないが、２２条が、「およそ人民のその他の自
由及び権利は、社会秩序及び公共の利益を妨げな
い限り、等しく憲法の保障を受ける。」と規定し

ている５)。同条は、一定の権利・自由を、新しい
人権として保障する根拠となる包括的基本権規定
であると解されている２））。

同性カップルが共同生活を営むことを目的と
して親密で排他的で永続的な結合関係を築くこと
を認めても、異性の二人からなるカップル（以下
「異性カップル」という）に対する婚姻規定（婚
約、結婚、婚姻の効力、財産制及び離婚などの規
定）の適用に影響を与えないし、今日までに異性
婚によって確立された社会秩序を変えることもな
い。同性婚が法的に承認された後は、異性婚とと
もに、安定した社会の基盤となるはずである。

同性愛者と異性愛者とで、親密で排他的で永
続的な結合関係を築きたいと願う気持ちや、その
ような関係を築く能力や重要性は異ならない。そ
のため、両者とも等しく婚姻の自由の保障を受け
る。

現行の婚姻規定が同性婚（同性カップルが共
同生活を営むことを目的として親密で排他的で永
続的な結合関係を築くこと）を認めないのは立法
上の重大な瑕疵であり、この点で婚姻規定は婚姻
の自由を保障する憲法２２条に違反している。
（３）平等権の解釈
ア　平等権の保障が及ぶ範囲

憲法７条は、「中華民国の人民は男女、宗
教、種族、階級、党派の区別なく、法律上一律に
平等である」と規定するが、これら５種類の事由
は例示に過ぎず、限定的に列挙されたものではな
い。よって、その他の事由、例えば心身の障害や
性的指向に基づく区別についても本条の保障が及
ぶ。
イ　性的指向に基づく区別についての合憲性審査
基準

婚姻規定は異性婚を認め、同性婚を認めてい
ないところ、同性愛者は性的指向に基づいて不利
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な取扱いをされている。婚姻の自由は、個人の尊
厳と密接に関連する重要な基本的人権である。性
的指向は変えることが困難な個性であるところ、
同性愛は国内外の保健・医学機関によって疾病で
はないとされている。同性愛者は、かつて伝統や
習慣により否定され、長らく迫害され、各種の法
律上又は事実上の差別を受けてきた。同性愛者
は、社会的に孤立し偏見にさらされているマイノ
リティであるため、政治的な立場が弱い。そのた
め、同性愛者が一般的な民主政の過程によって法
的に劣勢な地位を覆すことは困難である。

以上の理由に基づき、性的指向に基づく区別
の合憲性は、通常より厳格な基準に基づき判断さ
れるべきである。すなわち、性的指向に基づく区
別は、その目的が重要な公共の利益を追求するも
のであり、かつ手段と目的との間に実質的関連性
がある場合に限り、平等権を保障する憲法７条に
違反せず合憲となる。
ウ　婚姻規定が同性婚を認めないことについての
合憲性審査

婚姻制度を立法するに当たって生殖能力を考
慮することは不合理とは言えない。もっとも、民
法は、生殖能力があることを結婚の要件としてい
ない。結婚した夫婦が子どもを産むことができな
いこと又は未だ産まないことを婚姻の無効事由と
したり離婚事由としたりする規定はない。よっ
て、子どもを産むことが婚姻の不可欠の要素では
ないことは明らかである。同性カップルは子ども
を産むことができないが、異性カップルが子供を
産むことができない又は産まない場合も同じであ
る。よって、生殖能力を理由として同性婚を認め
ないことが合理的な根拠のない差別であることは
明らかである。

同性婚を認めても、同性婚の両当事者は異性
婚の両当事者と同様の権利を有し義務を負うよう
になるだけであるから、適齢になるまで婚姻でき
ないこと、配偶者が一人に限られること、近親婚
の禁止、婚姻により両当事者が貞節義務及び扶養
義務を負うこと等の異性婚制度によって築かれた
婚姻の基本倫理秩序に影響を与えない。よって、
基本倫理秩序を維持する目的で同性婚を認めない
ことも合理的な根拠のない差別であることは明ら
かである。

以上より、婚姻規定が同性婚を認めないこと
は、平等権を保障する憲法７条にも違反してい

る。

３　本件判断とアメリカ連邦最高裁判決の比較
本件判断をより理解するために、同性カップ

ルに対しても婚姻の自由の保障が及ぶと解釈し、
婚姻を一男一女の結合に限り認めるアメリカ合衆
国の州法は違憲であると判断したオバーゲフェル
対ホッジス裁判におけるアメリカ連邦最高裁判決
（以下、「本件判決」という）と比較する。

なお、台湾憲法と同じく、合衆国憲法にも婚
姻の成立要件や婚姻の自由を直接定める規定はな
いため、婚姻の成立要件等を制定する権限は立法
者にある。台湾では前記の通り民法が婚姻の成立
要件等を定めており、アメリカ合衆国では各州が
州法によって婚姻の成立要件等を定めている。

また、合衆国憲法においては、修正１４条
が、「いかなる州も、法の適正な過程によらず
に、何人からもその生命、自由または財産を奪っ
てはならない。」、「いかなる州も、その管轄内
にある者に対し法の平等な保護を否定してはなら
ない。」と規定しており６)、これらの適正手続条
項や平等保護条項が、憲法に明文の根拠のないプ
ライバシー権などの人権を認める根拠となる包括
的基本権規定であると解されている２)。
（１）本件判決の多数意見７)の要約

先例は、婚姻の自由は適正手続条項によって
保障されると繰り返し認めてきたが、それらが異
性婚を想定していたことは否めない。

しかし、先例が婚姻の自由を保障した理由
は、二人の人間が長期にわたる絆を通じて、表現
の自由や精神的自由などのその他の諸自由を互い
に発見できることが婚姻の本質であること等にあ
る。そして、このことは性的指向を問わず全ての
人間に共通するから、同性カップルにも婚姻の自
由の保障が及ぶ。結婚したいと願う二人の男性又
は二人の女性の絆や、そのような深遠な選択を行
う彼らの自律・自己決定には尊厳がある。

子どもを産めない又は産まない者にも婚姻の
自由は保障される。なぜなら、子どもを産む能力
等はどの州でも婚姻の有効要件とはされてこな
かったし、先例は生殖のために婚姻したカップル
の権利を守ってきたわけではないからである。

同性カップルへの婚姻の自由の保障は、修正
１４条の適正手続条項だけでなく、同条の平等保
護条項にも基づく。
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婚姻の自由は基本的人権であり、修正１４条
の定める適正手続条項及び平等保護条項に基づ
き、いかなる州も同性カップルから婚姻の自由を
奪ってはならない。
（２）本件判決に対するロバーツ連邦最高裁長官
の反対意見７)の要約
ア　婚姻の自由について

合衆国憲法は婚姻の定義を何ら定めていな
い。各州は、婚姻の定義を同性カップルも含むも
のに拡大するか、伝統的な婚姻の定義を守るかを
自由に決定する裁量を有する。

憲法が婚姻の自由を保障していること及び各
州に婚姻の平等を要求していることに争いはな
い。真の問題は何が婚姻であるか、又はより詳細
に言えば誰が婚姻の本質を決めるのかである。

近年に至るまで、一男一女の結合であること
は婚姻の本質とされてきた。子どもは男女の性行
為によって生まれる。性行為によって子どもが生
まれたら、父母が一緒になって育てることがその
子の福祉に適う。それゆえ、子どもと社会のため
に、妊娠につながるような性行為は永遠の絆を誓
い合った男女の間で行われるべきである。社会
は、この絆を婚姻して承認してきた。近年まで、
全ての州で婚姻は一男一女の結合と定義されてき
た。先例も繰り返し婚姻は一男一女の結合である
と述べてきた。

多数意見は、適正手続条項に関する先例から
同性カップルに対して婚姻の自由が保障されると
いう解釈を支える原理を導き出そうとする。しか
し、多数意見は原理や伝統に全く依拠していな
い。先例は、適正手続条項に基づいて憲法に明ら
かな根拠のない権利を基本的人権として選別する
際には、裁判官個人の好みに基づかないように最
大限慎重でなければならないと述べてきた。なぜ
なら、連邦最高裁は、かつて奴隷制の規制を含ん
だミズーリ妥協は適正手続条項に基づいて認めら
れる奴隷所有者の権利を侵害するので無効である
と判断したなど、手痛い失敗を重ねたからであ
る。それゆえ、先例は、合衆国の歴史と伝統に深
く根ざした不可欠な権利や自由のみを適正手続条
項に基づき基本的人権として認めてきた。

婚姻の自由を基本的人権として保障した先例
は、婚姻したいと思っている誰もが婚姻すること
ができる自由を認めたものではない。また、それ
らの先例は、各州が州法によって定めた婚姻の定

義を変えさせる権利について何も述べていない。
本件において上訴人が主張しているのはこのよう
な権利である。多数意見は、憲法がこのような権
利を保障すると認めるに足る一つの先例も法的根
拠も示していない。このことのみをもって、適正
手続条項についての先例に基づき同性カップルに
対して婚姻の保障が及ぶとする上訴人の主張を否
定するには十分である。

多数意見は、何度も「二人の」と述べるもの
の、なぜ二人の結合という婚姻の本質は残すべき
であり、「男女の」という本質はそうではないの
かについて根拠は皆無である。歴史と伝統に基づ
けば、異性婚から同性婚への飛躍は、二人の婚姻
から複婚へのそれよりも大きい。複婚は世界のい
くつかの文化に深く根ざしている。多数意見が同
性婚を基本的人権と認める根拠は、複婚を基本的
人権と認めるべき論拠となり得る。結婚したいと
願う二人の男性又は二人の女性の絆や、そのよう
な深遠な選択を行う彼らの自律・自己決定には尊
厳があることが同性婚を認める根拠になるのであ
れば、自律・自己決定を実践している三人の絆に
も尊厳があるはずである。同性カップルの子ども
達が彼らの家族が劣っているという汚名に苦しん
でいることが同性婚を認める根拠になるのであれ
ば、三人やそれ以上の人間が子どもを育てている
家庭についても同じことが言えるはずである。
イ　平等保護条項について

多数意見は、平等保護条項が同性カップルに
対する婚姻の自由の保障の根拠になるとする。し
かし、このような解釈は、平等保護条項について
の通常の審査と異なる。近代の連邦最高裁におけ
る平等保護条項に関する審査方法は目的手段審査
であり、同審査では政府による分類（手段）と目
的達成との間の関連性が問われる。

本件で問題とされている婚姻を一男一女の結
合に限る州法は、平等保護条項を侵害していな
い。なぜなら、異性カップルと同性カップルを区
別することは、伝統的な婚姻制度を維持するとい
う各州の正当な目的と合理的関連性を有するから
である。

なお、本件において上訴人が婚姻を定義する
州法を主に問題としたのと異なり、婚姻と結びつ
けられた特定の利益（患者の親族として病院を訪
問する権利や公的書類における配偶者の地位な
ど）に関するより焦点の絞られた主張がされてい
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た場合は、平等保護条項に反し違憲と判断し得た
可能性がある。
（３）本件判断と本件判決の比較
ア　本件判断と本件判決の多数意見の共通点

憲法には婚姻の自由を保障する明文の規定は
ないものの、異性婚を想定した婚姻の自由が包括
的基本権条項によって保障されることには異論が
ない。その上で、憲法上保障される婚姻の自由に
おける「婚姻」は、同性間であるか異性間である
かを問わず二人の当事者による永続的な結合又は
長期的な絆であり、生殖可能性のある一男一女の
関係に限定されないと解釈した点及びそのような
「婚姻」の自由の保障は同性カップルにも及ぶと
解釈した点で両者は共通する。

ただし、このような解釈を支持するために
は、本件判決に対してロバーツ長官が述べる、①
婚姻の本質を同性間であるか異性間であるかを問
わない二人の結合に求めることは妥当ではない
（「男女」を婚姻の本質から外すことが許される
なら、なぜ「二人」が本質として残るのかが説得
的に説明されていない）、②婚姻の成立要件等を
決定する権限・裁量が立法者に与えられている法
体制の下で、立法者が決めた婚姻の定義を裁判所
（司法）が変更することは妥当ではない、③裁判
所は、歴史と伝統に深く根ざした不可欠な権利・
自由のみを包括的基本権条項に基づいて基本的人
権として認めることが許されると解すべきである
から、婚姻の自由の保障が同性カップルに及ぶと
解すことは妥当ではないといった共通の批判につ
いての熟慮が必要である。
イ　本件判断と本件判決の多数意見の相違点

本件判決の多数意見は、平等保護条項を婚姻
の自由の保障が同性カップルにも及ぶことの根拠
の一つとしており、平等保護条項の侵害を婚姻の
自由の侵害と分けて論じていない。これに対し、
本件判断は、婚姻の自由の侵害と平等権の侵害を
分け、後者について目的手段審査を行っている。

我が国おいては、平等権侵害の有無について
は、本件判断と同様に目的手段審査をすることが
一般的である。よって、我が国において性的指向
に基づく区別の合憲性を議論する際には、本件判
断が①性的指向は変えることが困難な個性である
こと及び②同性愛者が一般的な民主政の過程に
よって法的に劣勢な地位を覆すことが困難である
ことを認定し、それらを根拠として比較的厳格な

審査基準（厳格な合理性の基準）によって合憲性
を審査していることが参考になる。

もっとも、本件判断は、平等権侵害について
の目的手段審査を行う際にも、婚姻の自由の保障
が同性カップルに対しても及ぶとの解釈を前提と
しているところ、そのような解釈の妥当性につい
て熟慮が必要であることは前記の通りである。

４　婚姻の自由と日本の憲法・民法の解釈
（１）日本の民法の婚姻条項の解釈

異説がないわけではないが、日本の民法はそ
の婚姻に関する規定において、台湾民法と同様に
「夫妻」の文言を用いていることなどから、同性
婚は日本の民法上認められないと解する見解が一
般的である８)。この見解によれば、日本において
同性婚を法制化するためには、民法を改正するか
新法を制定する必要がある。
（２）婚姻の成立要件について定めた日本国憲法

台湾憲法やアメリカ合衆国憲法と同様に、日
本国憲法には婚姻の自由を保障する明文の規定は
ない。他方で、台湾憲法やアメリカ合衆国憲法に
は婚姻の成立に関する規定がないのと異なり、日
本国憲法２４条１項は、「婚姻は、両性の合意の
みに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有するこ
とを基本として、相互の協力により、維持されな
ければならない。」と定める。
ア　２４条１項は同性婚を禁止すると解する見解

２４条１項を根拠として、婚姻は男女間にし
か認められていないと解する見解8,9)によれば、
同性婚を認めることができるように改憲しない限
り、民法改正か新法制定によって同性婚を法制化
することは違憲となる。　　

ただし、この見解に立ったとしても、婚姻に
類似する法制度を立法することにより、同性カッ
プルの権利利益の保護を拡充することは可能であ
る。なお、日本とは憲法上の規定や歴史的背景が
異なるものの、同性婚の法制化には憲法改正が必
要であるとの前提に立ち、憲法を改正した上で同
性婚を法制化した国として、アイルランドが挙げ
られる。同国では、「二人の当事者は、その性別
を問わず、法律の定めに従って婚姻することがで
きる」との規定を憲法に加えることについての国
民投票が行われ、賛成多数で可決された10)。
イ　 ２４条１項は同性婚を禁止しないと解する見

解

函館短期大学紀要　44,　2017

－ 88 －



２４条１項の「婚姻」は異性婚のみを指すと
解した上で、同条同項は異性婚が合意のみによっ
て成立すること（旧民法下において婚姻の要件と
されていた戸主や親の同意は不要であること）を
明らかにする趣旨で規定されたものに過ぎず、憲
法は同性婚については何も規定していないと解す
る見解11)によれば、改憲せずとも、同性婚を法制
化することが許される。
ウ　いずれの見解が妥当か

２４条の趣旨は、戦前旧民法が採用した家制
度を解体し、個人の尊厳と両性の平等に基づく新
たな家族像を構築すること、家族に個人主義を浸
透させることにある12)。

２４条１項の基となったＧＨＱ草案の２３条
は、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及ヒ社会上ノ争フ
可カラサル平等ノ上二存シ両親ノ強要ノ代リニ相
互合意ノ上二基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協
力二依リ維持サレルヘシ）と定めていた13)。この
ことから、「合意のみに基づいて成立し」の沿革
は「両親ノ強要ノ代リ二相互合意ノ上二基礎ツケ
ラレ」にあること、すなわち「のみ」と規定した
趣旨は両親の強要を排除することにあったことは
明らかである14)。

日本国憲法の制定当時に、そもそも同性婚の
概念や同性婚の法制化の是非が認識・検討されて
いたとは考えられない。本件判決の多数意見が言
及するように、同性愛者の権利が認識されるよ
うになったのは２０世紀の終盤だからである７)。
よって、戦力の保持、貴族制、拷問・残虐刑など
が、それらの歴史的弊害の認識の上に日本国憲法
により禁止されたのとは異なる。

以上に基づき、筆者は、２４条１項は同性婚
を禁止しないとする見解を支持する。
（３）婚姻の自由の解釈に関する我が国の状況

憲法２４条１項は同性婚を禁止しないとの解
釈を前提とし、同性婚を禁止すると解される民法
の規定は違憲であると訴訟において主張されたと
仮定した場合、我が国の最高裁は同性カップルに
対しても婚姻の自由の保障が及ぶと解するであろ
うか。
ア　近時の最高裁判決の多数意見

婚姻に対して直接的な制約を課す再婚禁止期
間を定める民法の規定（女性のみ一定期間再婚で
きないとする）の一部が違憲であると判示した近
時の最高裁大法廷判決の多数意見は、次のように

述べる15)。
婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国

民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏
まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関
係についての全体の規律を見据えた総合的な判断
を行うことによって定められるべきものである。
したがって、その内容の詳細については、憲法が
一義的に定めるのではなく、法律によってこれを
具体化することがふさわしいものと考えられる。

憲法２４条２項は、このような観点から、婚
姻及び家族に関する事項について、具体的な制度
の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に
委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の
尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとす
る要請、指針を示すことによって、その裁量の限
界を画したものといえる。

また、同条１項は、「婚姻は、両性の合意の
みに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有するこ
とを基本として、相互の協力により、維持されな
ければならない。」と規定しており、婚姻をする
かどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当
事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべ
きであるという趣旨を明らかにしたものと解され
る。

婚姻は、これにより、配偶者の相続権（民法
８９０条）や夫婦間の子が嫡出子となること（同
法７７２条１項等）などの重要な法律上の効果が
与えられるものとされているほか、近年家族等に
関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国
民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸
透していると考えられることをも併せ考慮する
と、上記のような婚姻をするについての自由は、
憲法２４条１項の規定の趣旨に照らし、十分尊重
に値するものと解することができる。

そうすると、婚姻制度に関わる立法として、
婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容と
なっている本件規定については、その合理的な根
拠の有無について以上のような事柄の性質を十分
考慮に入れた上で検討をすることが必要である。

そこで、本件においては、上記の考え方に基
づき、本件規定が再婚をする際の要件に関し男女
の区別をしていることにつき、そのような区別を
することの立法目的に合理的な根拠があり、か
つ、その区別の具体的内容が上記の立法目的との
関連において合理性を有するものであるかどうか
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という観点から憲法適合性の審査を行うのが相当
である。
イ　本件判断や本件判決の多数意見との比較

近時の我が国の最高裁の多数意見は、本件判
断や本件判決と異なり、異性婚の事案においてさ
え、婚姻の自由は十分尊重に値するものと解する
ことができると述べるにとどまり、婚姻の自由を
基本的人権として保障するとは述べていない。同
多数意見は、婚姻に関する事項についての立法者
の裁量を尊重しており、立法裁量には一定の限界
があると解するものの、婚姻の自由に関する男女
の区別について緩やかな基準（合理性の基準）を
用いて合憲性を審査している。

そもそも、我が国においては、多数の新しい
人権が主張されてきたが、最高裁が認めた例は非
常に少ない16)。我が国の憲法解釈学に多大な影響
を与えた芦部信喜は、「これらの権利について、
明確な基準もなく裁判所が憲法上の権利として承
認することになると、裁判所の主観的な価値判断
によって権利が創設されるおそれも出てくる。そ
こで、憲法上の権利と言えるかどうかは、特定の
行為が個人の人格的生存に不可欠であることのほ
か、その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定
に委ねられたものと考えているか、その行為は多
数の国民が行おうと思えば行うことができるか、
行っても他人の基本権を侵害するおそれがないか
など、種々の要素を考慮して慎重に決定しなけれ
ばならない」16)と述べ、本件判決に対するロバー
ツ長官の反対意見と同様に新しい人権を認めるか
否かの判断において司法の謙抑性を重視する姿勢
を見せている。

以上からすれば、前記の仮定に立った場合
に、我が国の最高裁が、婚姻の自由の保障が同性
カップルにも及ぶと解する可能性は高いとはいえ
ないと考える。

５．おわりに
台湾、アメリカ合衆国及び我が国は、憲法に

婚姻の自由を保障する明文の規定がない点で共通
している。

日本国憲法には「婚姻は、両性の合意のみに
基いて成立」するとの条文があるため、憲法が同
性婚を禁止するか否かがまず問題となるのに対
し、台湾憲法とアメリカ合衆国憲法には婚姻の成
立についての規定はない。

台湾とアメリカ合衆国においては、異性婚を
想定した婚姻の自由が包括的基本権条項によって
保障されるとの解釈には異論がなく、本件判断と
本件判決の多数意見は、その上で、①憲法上保障
される婚姻の自由における「婚姻」は、同性間で
あるか異性間であるかを問わず二人の当事者によ
る永続的な結合又は長期的な絆であり、生殖可能
性のある一男一女の関係に限定されない、②その
ような「婚姻」の自由の保障は同性カップルにも
及ぶと解釈した。

対して、我が国の最高裁は、異性婚の事案に
おいてさえ、婚姻の自由は尊重に値するものと解
することができると述べるにとどまっていること
などから、日本国憲法は同性婚を禁止していない
と解釈することを前提としても、我が国の最高裁
が婚姻の自由の保障が同性カップルにも及ぶと認
める可能性が高いとはいえないと考える。

そこで、我が国で訴訟によって同性カップル
が権利利益の保護の拡充を求めるのであれば、そ
の手法としては、同性婚を認めないと一般的に解
されている民法の婚姻規定の違憲性を主張するよ
りも、我が国において婚姻と結びつけられた特定
の利益（税制における配偶者控除等）に関する同
性カップルと異性カップルの差別の違憲性を主張
する手法の方が実効的であると考える（ロバーツ
長官の前記反対意見参照）。

そして、そのような主張がなされた場合は、
裁判所は、本件判断において言及された、①性的
指向は変えることが困難な個性であり、同性愛は
国内外の保健・医学機関によって疾病ではないと
されていること及び②同性愛者が一般的な民主政
の過程によって法的に劣勢な地位を覆すことは困
難であることを考慮すべきである。①・②の状況
は我が国においても異ならないからである。

我が国においても、性的指向に基づき不利益
を受けている同性愛者は大勢いる。司法によって
不利益を解消することが可能又は妥当であるかは
格別、民主的議論を通じて性的指向や同性愛者に
ついての理解を深めることは、同性愛者の権利利
益の保護拡充につながる道となるだけでなく、よ
り多様で開かれた社会を築くことに寄与するはず
である。そのような議論が今後更に高まることを
望む。
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